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リスク管理債権等

◆リスク管理債権に対する担保・保証及び
引当金の引当・保全状況

◆金融再生法開示債権� （単位：百万円）

◆金融再生法開示債権保全状況�（単位：百万円）

◆貸倒引当金内訳� （単位：千円）

◆貸出金償却額� （単位：千円）

１．破綻先債権 ･ 延滞債権に対する担保・保証及び
引当金の引当 ･ 保全状況 （単位：百万円）

区　　　分 平成２９年度 平成３０年度

破綻先債権（Ａ） １２８ ５２

延 滞 債 権（Ｂ） ２，４２５ ２，４７９

合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） ２，５５３ ２，５３１

担保 ･保証額（Ｄ） １，４０１ １，３８０

回収に懸念がある債権（Ｅ）＝（Ｃ）－（Ｄ） １，１５１ １，１５１

個別貸倒引当金（Ｆ） ８７５ ８６３

同引当率（Ｇ）＝（Ｆ）／（Ｅ）（％） ７６．０ ７４．９

区　　　　　分 平成２９年度 平成３０年度

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ６９７ ７６５

危 険 債 権 １，８６１ １，７７０

要 管 理 債 権 ７３８ ６２０

正 常 債 権 ６８，９９９ ６９，２３９

合 計 ７２，２９７ ７２，３９６

区　　　分 平成２９年度 平成３０年度

金 融 再 生 法 上 の 不 良 債 権 （Ａ） ３，２９７ ３，１５６

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ６９７ ７６５

危 険 債 権 １，８６１ １，７７０

要 管 理 債 権 ７３８ ６２０

保 　 全 　 額 （Ｂ） ２，７３０ ２，６０９

貸 倒 引 当 金 （Ｃ） ９５０ ９４５

担 保 ･ 保 証 等 （Ｄ） １，７７９ １，６６４

保 全 率（ Ｂ ） ／（ Ａ ）（％） ８２．７ ８２．６

担保 ･保証等控除後債権に対する引当率
（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｄ））　（％） ６２．６ ６３．３

２．３ヶ月以上延滞債権 ･ 貸出条件緩和債権に対する
担保 ･ 保証及び引当金の引当状況 （単位：百万円）

区　　　分 平成２９年度 平成３０年度

３ヶ月以上延滞債権（Ｈ） － －

貸出条件緩和債権（Ｉ） ７３８ ６２０

合計（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） ７３８ ６２０

担保 ･ 保証額（Ｋ） ３７４ ２８０

回収に管理を要する債権（Ｌ）＝（Ｊ）－（Ｋ） ３６４ ３４０

貸倒引当金（Ｍ） ７３ ８１

同引当率（Ｎ）＝（Ｍ）／（Ｌ）（％） ２０．１ ２３．９

３．リスク管理債権の合計額 （単位：百万円）
区　　　分 平成２９年度 平成３０年度

（Ｃ）＋（Ｊ） ３，２９２ ３，１５２

区　　　分 平成２９年度 平成３０年度

金融再生法上の不良債権／債権額合計（％） ４．５６ ４．３６

（注）１．「破綻先債権」（Ａ）とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し
ていることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込み
がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出
金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。
①会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定によ

る更生手続開始の申立てがあった債務者
②民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者
③破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者
④会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者
⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者

２．｢延滞債権｣（Ｂ）とは、未収利息不計上貸出金のうち次の２つを除いた貸
出金です。
①上記 ｢破綻先債権｣ に該当する貸出金
②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予し

た貸出金
３．｢３ヶ月以上延滞債権｣（Ｈ）とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌

日から３ヶ月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しな
い貸出金です。

４．「貸出条件緩和債権」（Ｉ）とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び３ヶ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。

５．なお、これらの開示額（Ａ、Ｂ、Ｈ、Ｉ）は、担保処分による回収見込額、
保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金
を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。

６．｢担保 ･ 保証額｣（Ｄ、Ｋ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可
能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

７．｢個別貸倒引当金｣（Ｆ）は、貸借対照表に記載した金額ではなく、破綻先
債権（Ａ）･ 延滞債権（Ｂ）に対して個別に引当計上した額の合計額です。

８．｢貸倒引当金｣（Ｍ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、３ヶ
月以上延滞債権（Ｈ）・貸出条件緩和債権（Ｉ）に対して引当てた額を記載し
ております。

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手
続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権です。

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状
態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取
りができない可能性の高い債権です。

３．「要管理債権」とは、「３ヶ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」
に該当する貸出金をいいます。

４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権
であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理
債権」以外の債権をいいます。

（注）貸倒引当金は個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒
引当金の合計額です。

◆不良債権比率

内　　　訳
平成２９年度 平成３０年度

残　　高 増減額 残　　高 増減額

一般貸倒引当金 １９７，０９０ ３１，４７０ ２６６，４７８ ６９，３８７

個別貸倒引当金 １，０８１，６１０ ▲２１１，１２９ １，０６８，０３５ ▲１３，５７５

合 　 　 　 計 １，２７８，７００ ▲１７９，６５９ １，３３４，５１４ ▲５５，８１３

区　　　分 平成２９年度 平成３０年度

貸 出 金 償 却 ８，６５３ ２８，３４６


